
長野市茶臼山自然植物園（ 恐龍公園） 管理運営業務仕様書 
 

（ 運営方針）  

第１  恐龍公園の社会的意義（ レク リ エーショ ン、 教育、 ノ ーマラ イ ゼーショ ン、 自然保

護） を深く 認識し 、 常にその機能を十分発揮し 、 市民サービスの向上と 経費削減を図る

よう 努めるも のと する。  

 

（ 開園期間及び開園時間）  

第２  開園期間は３ 月 20 日から 12 月 19 日までと し 、 開園時間は午前８ 時 30 分から 午後

５ 時までと する（ 12 月 20 日から ３ 月 19 日は利用者の安全確保のため閉園と する）。  

 

（ 委託業務）  

第３  委託業務の範囲及び内容は次のと おり と する。  

（ １ ） 利用案内に関するこ と 。  

  ・ 公園利用者への対応は、 接遇マナーに沿っ て丁寧に対応するこ と 。  

  ・ 公園利用者案内及び苦情等があっ た場合はその対応にあたるこ と 。  

（ ２ ） 園内の清掃に関するこ と 。  

  ・ 公園の美観を保持し 、 利用者の視点から 常に快適な状態を保つこ と 。  

  ・ 公園内の清掃は毎日行う こ と 。  

（ ３ ） 施設の修繕に関するこ と 。  

  ・ 施設の修繕が必要な場合は、 市へ報告をし て責任分担について協議するこ と 。 原則

的な責任分担については、 基本協定書に記載し たと おり と する。 ただし 、 破損等し

た場合の安全管理のための使用禁止措置、 利用者への周知等の応急措置は指定管理

者が行う こ と 。  

（ ４ ） 園内の安全、 防火、 防犯に関するこ と 。  

  ・ 次の行為は禁止と する。  

   ◇動物を引き 連れて入園するこ と （ 盲導犬等補助犬は除く ）。  

   ◇公園利用者に危険が及んだり 、 迷惑になっ たり するこ と 。  

    ⇒ゴルフ の練習など周囲に危険が及ぶ行為 

    ⇒小型無人機（ ド ローン） を含む無線操縦飛行機の飛行 

    ⇒ごみやたばこ のポイ 捨てなど美観を損なう 行為 

   ◇火気を使用するこ と 。  

   ◇公園内の施設を傷付けたり 、 汚し たり するこ と 。  

   ◇植物を採取するこ と 。  

   ◇はり 紙、 はり 札、 ポスタ ーその他の広告物を掲示するこ と 。  
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   ◇駐車場以外に、 自動車やバイ ク 、 自転車を乗り 入れるこ と 。  

   ◇公園利用以外の目的で駐車するこ と 。  

  ・ 駐車場は午前８ 時 30 分までに開錠し 、 午後５ 時に施錠するこ と 。  

（ ５ ） 緊急・ 救急対応に関するこ と 。  

  ・ 災害、 その他の事故等の際に迅速に動けるよう 対応マニュ アルを整備し 、 職員に事

前に周知し て非常時の対応について十分な対策を講ずるこ と 。 災害時において、 被

災者等の避難場所と なっ たと き は、 市の要請に応じ て協力するこ と 。  

  ・ 公園内で急病人やけが人が発生し た時は速やかに対処し 、 必要に応じ て救急車等を

要請する。 ただし 、 施設に瑕疵があっ た場合は市へ報告するこ と 。  

  ・ 犯罪、 災害、 その他の事故等が発生し たと き は、 利用者の安全確保を 第一に考え、

直ちに関係機関へ連絡すると と も に適切な措置を講ずるこ と 。  

（ ６ ） 遊具の点検に関するこ と 。  

  ・ 開園期間中は、 毎日、 目視、 打診などによる点検を実施するこ と 。 腐食、 変形など

の異常について状況を確認するこ と 。  

（ ７ ） 冬期の対応に関するこ と 。  

・ 公園内の水道やト イ レの凍結防止対策を講ずるこ と 。  

・ 積雪による施設の破損等がないよう 、 必用に応じ て施設の雪降ろ し や雪かきを実施

するこ と 。  

・ 閉園中も 散策等での利用が想定さ れるため、 適宜パト ロールを実施し 、 安全管理を

行う と と も に開園に支障がないよう 対策を講じ るこ と 。  

     

（ 業務の範囲）  

第４  指定管理者は清掃・ 警備・ 危機の保守等、 個別の業務を第三者に委託するこ と はで

きるが、 施設管理に係る業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し 又は請負わせるこ

と はできないも のと する。  

 

（ 報告）  

第５  毎日の業務日報を記録し 、 翌月 10 日までに一カ 月分をまと めて市へ報告するも の

と する。 また、 遊具点検結果において異常があっ た場合は、 該当箇所の写真を撮影する

こ と 。  
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